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三原市地域公共交通計画策定支援業務 

プロポーザル選定委員会設置要領 

 

１ 設 置 

  三原市地域公共交通計画策定支援業務の委託に際し、公募型プロポーザル方式により

業者選定を行うため、三原市地域公共交通計画策定支援業務プロポーザル選定委員会（以

下「選定委員会」という。）を設置する。 

 

２ 所掌事務 

  選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 公募型プロポーザルの実施にあたり、三原市地域公共交通計画策定支援業務の仕様

書、募集の方法及び審査の基準を定める。 

(2) 公募型プロポーザル方式により、優先契約交渉業者の選定を行う。 

(3) 三原市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）会長に対して、選定し

た業者、選定経過及び選定理由を明記の上、報告する。 

 

３ 組 織 

(1) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

(2) 委員長は、協議会会長をもって充て、会務を総理する。 

(3) 副委員長は、協議会副会長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があると

きは、その職務を代理する。 

(4) 委員は４名以内とし、協議会委員から委員長が選出する。 

 

４ 会 議 

 (1) 選定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。 

 (2) 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

(3) 会議における審議事項は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

(4) 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及

び説明を聴くことができる。 

 

５ 事務局 

  業者選定に関する事務を処理するため、事務局を協議会事務局に置く。 

 

６ 設置期間 

  協議会で承認された日から業者が決定するまでの期間とする。 

 

７ その他 

  この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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別 表 

 三原市地域公共交通計画策定支援業務プロポーザル選定委員会名簿 

 

委 員 長  上水流 久彦（三原市地域公共交通活性化協議会会長） 

副委員長  森坂 純也（三原市地域公共交通活性化協議会副会長） 

委  員  吉岡 幸治（三原市社会福祉協議会事務局長） 

委  員 見崎 真二（芸陽バス株式会社取締役第一営業部長） 

委  員  山本 章博（三原市建設部長） 

委  員  信重 栄治（三原市都市部長） 

 


